
平 成  ３ ０  年  ４  月 

長崎税関佐世保税関支署 

  

「取締強化期間」における密輸防止キャンペーン実施 

のお知らせ 

 

長崎税関では、国民生活の安全・安心を守るという強い使命感を持って、 

覚せい剤、大麻などの不正薬物、金地金、テロ関連物資などの密輸の取締り

を行っており、 

平成３０年４月２３日（月）から５月１０日（木）まで 

を「取締強化期間」として取締りを強化します。 

同強化期間の実施に伴い、長崎税関佐世保税関支署は 

  平成３０年４月２４日（火） 

午後３時から 四ヶ町アーケード（島瀬公園前） 

において、佐世保海上保安部、佐世保警察署、長崎通関業会（佐世保地区）と 

合同街頭キャンペーンを行いますのでお知らせします。 

 

 


